
新規申請・事業所追加をされる方へ 
 

 令和８年５月の追加第４回受付より、新規申請および事業所追加の申請方法が変更になり

ます。 

 

【手順】 

⑴ 入札審査課のホームページから競争入札参加資格申請受付システムにアクセスし、「３

新規申請（追加）」または「４ 新規申請－事業所追加（追加）」のリンクから申請データ

を入力し、送信してください。リンクは受付期間中のみアクセス可能です。 

  また、新規申請または事業所追加によって入力すべき内容が異なります。詳しい入力

方法等については、追加第４回受付の手引をご覧ください。 

 

 

 

 【従来】 

 事業者申請ポータルにログインし、書類を提出 

  ↓ 

 【変更後】 

 申請受付システムでデータ入力・送信 

  ＋ 

 ファイル添付システムにログインし、書類を提出 

https://ebidjk2.ebid2.pref.saitama.lg.jp/uketsuke/UF000Show.do


 ※ 事業所追加の場合、すでに競争入札参加資格申請受付システムに登録のある他事業所

のユーザ IDとパスワードが必要です。ユーザ IDおよびパスワードがわからない場合は、

パスワードの再発行を行ってください。 

 

 ⑵ 申請データの入力および送信が完了したら、ファイル添付システムにログインし、書

類を提出してください。ログインするユーザ ID およびパスワードは、競争入札参加資

格申請受付システムにログインするためのものと同一です。 

※【ファイル添付システム 申請一覧】画面に申請がない場合、データ送信が完了してい

ません。競争入札参加資格申請受付システムからデータ送信を行ってください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/id-password.html
https://ebidft.ebid2.pref.saitama.lg.jp/ft/FT-SCR-001/init


 

⑶ 申請が完了すると、下記の画面が表示されます。書類の不備、不足等があった場合、 

メール等で連絡いたします。 

 

 ※ 審査が終了すると、添付した書類は閲覧できなくなります。 

   申請内容を確認したい場合は、必ず控えを保管してください。 

一度「一時保存」・「提出」したファイルは 

削除できません。 



 ●更新申請を忘れた場合の電子証明書（ICカード）再利用について 

  令和５・６年度名簿に登録があり、令和７・８年度更新申請を行わなかった事業所が従

前の電子証明書（IC カード）を再利用したい場合、以下の条件をすべて満たせば現在の電

子証明書（ICカード）を使用して新たに利用者登録を行うことが可能です。 

 

・ICカードの有効期限が残っている場合 

・新規申請時、令和５・６年度名簿に登録されていた旧ユーザ IDを入力して 

 新規申請を行った場合 

 

【旧ユーザ ID入力欄】 

  

  上記以外の場合は新しい電子証明書（ICカード）を用意し、その電子証明書（ICカード）

と新たなユーザ IDで利用者登録を行ってください。 

  また、電子証明書（IC カード）に紐づけられたユーザ ID が変わるため、過去に参加し

た案件の通知等の参照はできなくなります。ご注意ください。 

 

問合せ先 

埼玉県総務部入札審査課 審査担当（工事） 

電 話：048-830-5771 

メール：a5770-10@pref.saitama.lg.jp 

 

※システムの操作方法について 

電子入札ヘルプデスク 

電 話：048-830-2263 


